
 

八王子都市計画地区計画の変更（八王子市決定） 

都市計画八王子西インターチェンジ北地区地区計画を次のように変更する。 

名   称 八王子西インターチェンジ北地区地区計画 

位 置 ※ 八王子市川口町、上川町、美山町及び西寺方町各地内 

面 積 ※ 約１７１．０ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、首都圏中央連絡自動車道八王子西インターチェンジの北側に近接し、主要幹線道路である都道山田宮の前線や八王

子都市計画道路３・３・７４号線（北西部幹線道路）に接する交通利便性の高い地区である。 

「多摩部１９都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」においては、本地区の将来像を、流通業務機能などの広域

産業拠点として位置付けており、また、「八王子市都市計画マスタープラン」では、広域的な交通利便性を活かして、周辺の住環

境や良好な自然環境との調和に配慮した産業、業務、流通・物流など職住近接や地域の利便性向上、地域経済の活性化に資する産

業拠点づくりを進めるとともに、災害時には救援物資などを輸送するための防災拠点として機能強化を図るとしている。 

また、本市の「ゼロカーボンシティ」の宣言では、都市拠点におけるエネルギーの面的利用や建築物の環境性能の向上などによ

る、都市全体の効率的なエネルギー利用を目指し、本地区において環境配慮型の次世代産業拠点整備に取り組み、脱炭素に向けた

まちづくりの推進を図るとしている。 

これらを踏まえ、本地区では、まとまったみどりの保全と里山の豊かな自然の利活用を図るとともに、土地区画整理事業により

基盤整備を進め、周辺環境との調和に配慮した首都圏の流通機能の効率化、本市の職住近接や産業振興、地域の利便性向上に資す

る産業・業務機能の集積、広域的な防災機能の強化及び、多様なエネルギー技術の導入による都市の自立性向上を図るものとす

る。 
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土地利用の方針 

地区を次のとおり区分し、それぞれの特性を活かした土地利用を図る。 

＜業務施設地区＞ 

周辺の市街地環境に配慮しつつ、首都圏の流通機能の効率化に資する流通・物流を主体とした産業、業務系施設などの立地、誘

導を図る。 

＜複合地区＞ 

周辺の市街地環境に配慮しつつ、首都圏の流通機能の効率化、本市の職住近接や産業振興に資する流通・物流業や製造業などの

施設や地域の利便性向上に資する公共・公益、サービスなどの施設の立地、誘導を図る。 

＜住宅複合地区＞ 

良好な住環境の形成とともに、地域の利便性向上に資する小規模店舗などの施設の立地、誘導を図る。 

＜公園緑地地区＞ 

都市計画公園として安全な緑地の整備を進め、生き物の生息環境の保全、環境学習の場や自然環境と触れ合うレクリエーショ

ン活動の場など、多様な公園機能の確保を図る。 
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地区施設の整備の方針 周辺の住環境に配慮するため、区画道路、公園及び緑地の配置及び規模を定める。 

建築物等の整備の方針 

産業・業務施設などの立地、誘導と周辺の緑や市街地と調和した魅力ある環境・景観の形成を図るため、建築物等の用途の制限、

建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定

める。 

その他当該地区の整

備、開発及び保全に関

する方針 

緑を積極的に創出することで周辺環境との調和を図るとともに、多様なエネルギーの利用や省エネルギー化などによるカーボン

ニュートラルの実現に寄与するため、土地の利用に関する事項を定める。 
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道   路 

名    称 幅    員 延    長 備    考 

区画道路１号 ※ １６．００～１７．００ｍ 約 １，４８０ｍ 新設 

区画道路２号 ※ １３．００～１６．２５ｍ 約 ２６０ｍ 新設 

公   園 

名    称 面   積 備    考 

公園１号 約 ５３０㎡ 新設 

緑   地 

名    称 面    積 備    考 

緑地１号 約 ２２９，１００㎡ 新設 

緑地２号 約  ９０，８００㎡ 新設 

地区の

区分 

名称 業務施設地区 複合地区 公園緑地地区 住宅複合地区 

面積 約 ４７．５ ｈａ 約 ２６．０ ｈａ 約 ９６．８ ｈａ 約 ０．７ ｈａ 
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建築物等の用途の

制限 

次の各号に掲げる建築物以

外の建築物は建築してはなら

ない。ただし、次の各号のう

ち、建築基準法施行令第１３

０条の９に掲げる、火薬類の

貯蔵又は処理に供する建築物

を除く。 

次の各号に掲げる建築物以

外の建築物は建築してはなら

ない。ただし、次の各号のうち、

建築基準法施行令第１３０条

の９に掲げる、火薬類の貯蔵又

は処理に供する建築物を除く。 

― ― 
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建築物等の用途の

制限 

1.工場（八王子市特別工業地区

建築条例（平成１６年八王

子市条例第７号）別表第１

及び別表第２第１項に掲

げる建築物を除く。） 

2.研究所 

3.研修所 

4.事務所 

5.倉庫 

6.電気事業法第２条第１項第

１６号に規定する電気事業

の用に供する施設 

7.水道法第３条第２項に規定

する水道事業の用に供する

施設 

8.当該地区計画の区域内に立

地する事業施設の従事者及

び当該事業施設を利用する

者が使用する次のアからオ

までのいずれかに該当する

用途に供するもの 

ア 店舗 

イ 食堂又は喫茶店 

ウ 体育館又は水泳場 

エ 保育所 

オ 共同住宅、寄宿舎又は下

宿（２０戸以下とする） 

1.工場（八王子市特別工業地区

建築条例別表第２第１項

に掲げる建築物を除く。） 

2.研究所 

3.研修所 

4.事務所 

5.倉庫 

6.店舗、飲食店その他これら

に類する用途でその部分に

供する面積が３,０００㎡

未満のもの 

7.診療所、病院 

8.集会場、集会所 

9.電気事業法第２条第１項第

１６号に規定する電気事業

の用に供する施設 

10.水道法第３条第２項に規定

する水道事業の用に供する

施設 

11.当該地区計画の区域内に立

地する事業施設の従事者及

び当該事業施設を利用する

者が使用する次のアからエ

までのいずれかに該当する

用途に供するもの 

ア 体育館又は水泳場 

イ 保育所 

― ― 



 

   

9.前各号の建築物に附属する

もの 

ウ 共同住宅、寄宿舎又下宿

（２０戸以下とする） 

エ ホテル又は旅館 

12.前各号の建築物に附属する

もの 
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建築物の敷地面積

の最低限度 

５，０００㎡ 

ただし、建築物等の用途の

制限第 1 項第 8 号に掲げる用

途のみに供する建築物の敷地

を除く。 

５００㎡ 

ただし、建築物等の用途の

制限第 1 項第 11 号に掲げる

用途のみに供する建築物の敷

地を除く。 

― １２０㎡ 

建築物等の高さの

最高限度 
建築物の高さの最高限度は、３８ｍとする。 ― 

建築物の高さの最高限度

は、１２ｍとする。 

壁面の位置の 

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線まで

の距離及び隣地境界線までの距離は、２ｍ以上とし、かつ、区

画道路１号までの距離は、５ｍ以上としなければならない。 

― 

建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から、道路の

境界線までの距離及び隣地

境界線までの距離は、０.５

ｍ以上としなければならな

い。ただし、この距離に満

たない位置にある建築物又

は建築物の部分が次のいず

れかに該当する場合におい

ては、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱

の中心線の長さの合計が

３ｍ以下であるもの 

(2)物置その他これに類する 



 

｢区域、地区の区分、地区施設の配置については、計画図表示のとおり」                                 ※は知事協議事項 

理由：土地区画整理事業の推進を図るとともに、脱炭素に向けた取り組みや地区内に立地する企業の就労環境の向上を図るため、地区計画を変更する。 
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壁面の位置の 

制限 

 

 

用途（自動車車庫を除

く。）に供し、軒の高さが

２.３ｍ以下で、かつ、床

面積の合計が５㎡以内で

あるもの 

(3)自動車車庫で軒の高さが

２.３ｍ以下であるもの 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

1.建築物等の外観の形態及び色彩は、周囲の環境に調和したものとする。 

2.屋上及び屋外設置物は周囲からの景観に配慮したものとする。 

3.屋外広告物は、過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、良好な景観の形成、風致を損なわ

ないものとし、原則として、建築物の屋上部には設置しないものとする。 

土地の利用に関する

事項 

快適な生活を営むことができる環境を確保するため、地区内の緑化を推進するなど、自然の保護と回復に自ら努めるとともに、

これらに関する東京都及び本市の施策に協力しなければならない。 

再生可能エネルギーの利用、建築物の省エネルギー化、高効率機器の導入など、カーボンニュ

ートラルの実現に取り組むものとする。 
― 

 


